
人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―

八
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
八
―
九
七

人
事
院
規
則
九
―
八
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
八
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）



第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

採
用
試
験

規
則
八
―
一
八
（
採
用
試
験
）
第
一

五

採
用
試
験

規
則
八
―
一
八
（
採
用
試
験
）
第
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
採
用
試
験
（
規
則
八
―
一
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
採
用
試
験
（
規
則
八
―
一
八

第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
経
験
者
採
用
試
験
（
第

第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
経
験
者
採
用
試
験
（
第

十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
経
験
者
採

十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
「
経
験
者
採
用
試
験
」
と

用
試
験
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
い
う
。

い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
い
う
。

六
～
十
七

（
略
）

六
～
十
七

（
略
）

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
職
務
の
級
）

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
職
務
の
級
）

第
十
一
条

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
職
務
の
級
は
、

第
十
一
条

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
職
務
の
級
は
、

こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
能
力
等

こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
能
力
等

を
考
慮
し
、
そ
の
職
務
に
応
じ
て
決
定
す
る
も
の
と
す

を
考
慮
し
、
そ
の
職
務
に
応
じ
て
決
定
す
る
も
の
と
す



る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
第
一
項
後
段
に

る
。

規
定
す
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
る
職
員
に
つ
い
て

は
、
同
項
後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
つ

２

採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
つ

た
者
の
職
務
の
級
は
、
そ
の
者
が
新
た
に
職
員
と
な
つ

た
者
の
職
務
の
級
は
、
そ
の
者
が
新
た
に
職
員
と
な
つ

た
日
に
お
い
て
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
別
表
第
二
に
定

た
日
に
お
い
て
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
別
表
第
二
に
定

め
る
初
任
給
基
準
表
（
以
下
「
初
任
給
基
準
表
」
と
い

め
る
初
任
給
基
準
表
（
以
下
「
初
任
給
基
準
表
」
と
い

う
。
）
の
試
験
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
の
職

う
。
）
の
試
験
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
の
職

務
の
級
（
初
任
給
基
準
表
の
試
験
欄
に
そ
の
適
用
さ
れ

務
の
級
に
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

る
区
分
の
定
め
の
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
に
適

用
さ
れ
る
俸
給
表
の
最
下
位
の
職
務
の
級
）
に
決
定
す

る
も
の
と
す
る
。

３

経
験
者
試
験
等
採
用
者
（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者

３

経
験
者
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員



の
う
ち
、
経
験
者
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
採
用

と
な
つ
た
者
そ
の
他
人
事
院
の
定
め
る
職
員
（
以
下

さ
れ
た
者
そ
の
他
そ
の
有
す
る
経
験
年
数
が
一
年
以
上

「
経
験
者
試
験
等
採
用
者
」
と
い
う
。
）
の
職
務
の
級

で
あ
る
者
（
前
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
を
い

は
、
各
庁
の
長
が
そ
の
者
に
求
め
ら
れ
る
能
力
等
を
考

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
職
務
の
級
は
、
部
内
の
他
の
職

慮
し
て
指
定
す
る
採
用
試
験
の
結
果
に
よ
り
採
用
さ
れ

員
で
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
採
用
の
日
に
占

た
部
内
の
他
の
職
員
で
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者

め
る
こ
と
と
な
る
官
職
の
職
務
と
そ
の
複
雑
、
困
難
及

の
採
用
の
日
に
占
め
る
こ
と
と
な
る
官
職
の
職
務
と
そ

び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
に
従
事
す
る
者
の
職
務

の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
に
従

の
級
を
踏
ま
え
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
有
す

事
す
る
者
の
職
務
の
級
を
踏
ま
え
、
当
該
経
験
者
試
験

る
知
識
経
験
、
免
許
等
を
考
慮
し
て
決
定
す
る
も
の
と

等
採
用
者
の
有
す
る
知
識
経
験
、
免
許
等
を
考
慮
し
て

す
る
。
た
だ
し
、
職
務
の
級
を
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給

決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
職
務
の
級
を
専
門

表
の
四
級
に
決
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
四
級
に
決
定
し
よ
う
と
す
る
場

あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
て
決
定
す
る
も
の
と

合
に
あ
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
て

す
る
。

決
定
す
る
も
の
と
す
る
。



４

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
う
ち
、
そ
の
有
す
る
経

４

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
う
ち
、
前
二
項
の
規
定

験
年
数
が
一
年
に
満
た
な
い
者
（
採
用
試
験
又
は
経
験

の
適
用
を
受
け
る
者
以
外
の
者
の
職
務
の
級
は
、
そ
の

者
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
採
用
さ
れ
た
者
を
除

者
が
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
日
に
お
い
て
そ
の
者
に
適

く
。
）
の
職
務
の
級
は
、
そ
の
者
が
新
た
に
職
員
と
な

用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
職
種
欄
の
区
分
又
は
試
験

つ
た
日
に
お
い
て
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準

欄
の
区
分
（
職
種
欄
の
区
分
及
び
試
験
欄
の
区
分
の
定

表
の
職
種
欄
の
区
分
又
は
試
験
欄
の
区
分
（
職
種
欄
の

め
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
）
及

区
分
及
び
試
験
欄
の
区
分
の
定
め
が
あ
る
も
の
に
あ
つ

び
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
の
職

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
）
及
び
学
歴
免
許
等
欄
の
区

務
の
級
（
次
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ

分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
の
職
務
の
級
（
次
条
第
一
項

て
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
俸
給
表
の
最
下
位
の
職

第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
に
適
用

務
の
級
）
を
基
礎
と
し
て
そ
の
者
の
経
験
年
数
に
相
当

さ
れ
る
俸
給
表
の
最
下
位
の
職
務
の
級
）
に
決
定
す
る

す
る
期
間
そ
の
者
の
職
務
と
同
種
の
職
務
に
引
き
続
き

も
の
と
す
る
。

在
職
し
た
も
の
と
み
な
し
て
第
二
十
条
第
四
項
前
段

（
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
）
の
規
定
の



例
に
よ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
職
務
の
級
の
範
囲
内
で
決
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
に

あ
つ
て
は
当
該
職
務
の
級
の
範
囲
内
で
そ
の
者
の
職
務

の
級
を
決
定
す
る
も
の
と
し
、
当
該
決
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
職
務
の
級
よ
り
上
位
の
職
務
の
級
に
決
定
し
よ

う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
当
該
職
務
の
級
に
そ
の
者
の
職
務
の
級
を
決
定

す
る
も
の
と
す
る
。

５

職
員
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
次
の
各
号

５

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
員
か
ら
人
事
交
流

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
に
な
つ
た
者
で
あ
つ
て
、
当

等
に
よ
り
引
き
続
き
第
十
七
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲

該
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な

げ
る
者
に
な
つ
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
者
か
ら
人
事
交

つ
た
も
の
の
職
務
の
級
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ

流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
も
の
の
職
務

る
者
と
な
つ
た
日
の
前
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
職
務
の

の
級
は
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
者
と
な
つ
た
日
の
前
日



級
を
踏
ま
え
て
決
定
す
る
こ
と
が
、
そ
の
者
の
能
力
等

に
お
け
る
そ
の
者
の
職
務
の
級
を
基
礎
と
し
て
引
き
続

を
考
慮
し
、
そ
の
職
務
に
応
じ
て
決
定
す
る
た
め
に
適

き
職
員
で
あ
つ
た
も
の
と
し
て
昇
格
の
規
定
の
例
に
よ

当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

る
も
の
と
し
た
場
合
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
務

ら
ず
、
当
該
前
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
職
務
の
級
を
基

の
級
の
範
囲
内
で
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

礎
と
し
て
引
き
続
き
職
員
で
あ
つ
た
も
の
と
し
て
昇
格

等
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
決
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
職
務
の
級
に
決
定
で
き
る
も
の
と
す

る
。

一

俸
給
表
の
適
用
を
受
け
な
い
国
家
公
務
員

（
新
設
）

二

地
方
公
務
員

（
新
設
）

三

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
に
勤
務
す
る
者

（
新
設
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
法
令
の
規
定
に

（
新
設
）

基
づ
き
、
国
に
そ
の
業
務
が
移
管
さ
れ
る
機
関
に
勤



務
す
る
も
の

五

官
制
若
し
く
は
定
員
の
改
廃
又
は
予
算
の
減
少
に

（
新
設
）

よ
り
廃
職
又
は
過
員
を
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
退
職
し

て
一
年
を
経
過
し
な
い
者

六

法
令
の
規
定
に
よ
り
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
職

（
新
設
）

員
で
そ
の
任
期
が
満
了
し
た
も
の

七

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院

（
新
設
）

が
定
め
る
者

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
俸
）

（
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
俸
）

第
十
二
条

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
俸
は
、
次
の

第
十
二
条

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
俸
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
号
俸
と
す
る
。

め
る
号
俸
と
す
る
。

一

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
（
第
四
号
に
掲
げ

一

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
務
の
級
を
決
定
さ



る
職
員
を
除
く
。
）

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任

れ
た
職
員

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表

給
基
準
表
の
試
験
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄

の
試
験
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
に
定
め
る

に
定
め
る
号
俸

号
俸

二

経
験
者
試
験
等
採
用
者

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る

二

経
験
者
試
験
等
採
用
者

各
庁
の
長
が
当
該
経
験

初
任
給
基
準
表
の
職
種
欄
の
区
分
又
は
試
験
欄
の
区

者
試
験
等
採
用
者
に
求
め
ら
れ
る
能
力
等
を
考
慮
し

分
（
職
種
欄
の
区
分
及
び
試
験
欄
の
区
分
の
定
め
が

て
指
定
す
る
採
用
試
験
の
結
果
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
）
及
び

部
内
の
他
の
職
員
で
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者

学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
と
同
一
の
初
任
給
基
準
表
の

の
採
用
の
日
に
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
も
の
と
し
た

こ
れ
ら
の
欄
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
部
内
の
他
の

場
合
に
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
有
す
る
経

職
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
部
内
職
員
」
と
い

験
年
数
に
相
応
す
る
経
験
年
数
を
有
す
る
こ
と
と
な

う
。
）
で
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
採
用
の

る
者
が
、
当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
採
用
の
日

日
に
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、

に
属
す
る
職
務
の
級
と
同
一
の
職
務
の
級
に
属
す
る

当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
有
す
る
経
験
年
数
に

場
合
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
俸
を
踏
ま
え
、
当
該



相
応
す
る
経
験
年
数
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
者
が
、

経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
有
す
る
能
力
等
を
考
慮
し

当
該
経
験
者
試
験
等
採
用
者
の
採
用
の
日
に
属
す
る

て
決
定
す
る
号
俸
（
職
務
の
級
を
専
門
ス
タ
ッ
フ
職

職
務
の
級
と
同
一
の
職
務
の
級
に
属
す
る
場
合
に
受

俸
給
表
の
四
級
に
決
定
さ
れ
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、

け
る
こ
と
と
な
る
号
俸
を
踏
ま
え
、
当
該
経
験
者
試

最
低
の
号
俸
）

験
等
採
用
者
の
有
す
る
能
力
等
を
考
慮
し
て
決
定
す

る
号
俸
（
部
内
職
員
が
い
な
い
者
及
び
こ
れ
に
準
ず

る
者
と
し
て
人
事
院
の
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
人

事
院
の
定
め
る
号
俸
）

三

前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
員
（
次
号
に
掲
げ
る

三

前
二
号
及
び
次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

職
員
を
除
く
。)

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
号

基
準
表
の
職
種
欄
の
区
分
又
は
試
験
欄
の
区
分
（
職

俸

種
欄
の
区
分
及
び
試
験
欄
の
区
分
の
定
め
が
あ
る
も

の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
）
及
び
学
歴
免



許
等
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
に
定
め
る
号

俸（
削
る
）

イ

前
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
職
務
の
級
の

号
俸
が
初
任
給
基
準
表
に
定
め
ら
れ
て
い
る
職
員

当
該
号
俸

（
削
る
）

ロ

前
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
職
務
の
級
の

号
俸
が
初
任
給
基
準
表
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
職

員

初
任
給
基
準
表
に
定
め
る
号
俸
を
基
礎
と
し

て
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
昇
格
し
、
又
は

降
格
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
第
二
十
三
条
第
一

項
又
は
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

得
ら
れ
る
号
俸

四

（
略
）

四

（
略
）



２

前
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
人
事
交
流
等
に

２

職
務
の
級
の
最
低
限
度
の
資
格
を
超
え
る
学
歴
免
許

よ
り
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
俸
に
つ
い

等
の
資
格
又
は
経
験
年
数
を
有
す
る
職
員
（
経
験
者
試

て
、
当
該
人
事
交
流
等
に
よ
る
異
動
又
は
退
職
の
直
前

験
等
採
用
者
を
除
く
。
）
の
号
俸
に
つ
い
て
は
、
前
項

に
受
け
て
い
た
号
俸
を
踏
ま
え
て
決
定
す
る
こ
と
が
適

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
九
条
ま

当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
と

で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
初
任
給
基
準
表
に
定
め

し
て
人
事
院
が
定
め
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か

る
号
俸
を
調
整
し
、
又
は
そ
の
者
の
号
俸
を
同
項
の
規

か
わ
ら
ず
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

定
に
よ
る
号
俸
よ
り
上
位
の
号
俸
と
す
る
こ
と
が
で
き

者
の
号
俸
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

（
初
任
給
基
準
表
の
適
用
方
法
）

（
初
任
給
基
準
表
の
適
用
方
法
）

第
十
三
条

初
任
給
基
準
表
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る

第
十
三
条

初
任
給
基
準
表
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る

俸
給
表
の
別
に
応
じ
、
か
つ
、
職
種
欄
の
区
分
又
は
試

俸
給
表
の
別
に
応
じ
、
か
つ
、
職
種
欄
の
区
分
又
は
試

験
欄
の
区
分
（
職
種
欄
の
区
分
及
び
試
験
欄
の
区
分
の

験
欄
の
区
分
（
職
種
欄
の
区
分
及
び
試
験
欄
の
区
分
の

定
め
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
）

定
め
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
）



及
び
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
に
応
じ
て
適
用
す
る
も
の

及
び
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
に
応
じ
て
適
用
す
る
も
の

と
す
る
。

と
し
、
経
験
者
試
験
等
採
用
者
に
は
適
用
し
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

初
任
給
基
準
表
（
試
験
欄
の
区
分
の
定
め
の
あ
る
も

３

初
任
給
基
準
表
（
試
験
欄
の
区
分
の
定
め
の
あ
る
も

の
に
限
る
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
者
の

の
に
限
る
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
者
の

う
ち
、
そ
の
者
が
有
す
る
知
識
経
験
、
学
歴
免
許
等
の

う
ち
、
そ
の
者
が
有
す
る
知
識
経
験
、
学
歴
免
許
等
の

資
格
等
に
照
ら
し
て
、
採
用
試
験
の
う
ち
い
ず
れ
か
の

資
格
等
に
照
ら
し
て
、
採
用
試
験
の
う
ち
い
ず
れ
か
の

試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
職
員
と
な
つ
た
者
に
相
当
す

試
験
の
結
果
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
に
相
当
す
る
と
認

る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か

め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

か
わ
ら
ず
、
同
欄
の
「
採
用
試
験
」
の
区
分
の
う
ち
当

ず
、
同
欄
の
「
採
用
試
験
」
の
区
分
の
う
ち
当
該
試
験

該
試
験
に
対
応
す
る
区
分
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

に
対
応
す
る
区
分
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
「
総
合
職
（
院
卒
）
」
、
「
総
合
職

（
大
卒
）
」
又
は
「
専
門
職
（
大
卒
一
群
）
」
の
区
分



に
よ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
人
事
院
に
報
告
す
る
も

の
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
学
歴
免
許
等
の
資
格
に
よ
る
号
俸
の
調
整
）

第
十
四
条

削
除

第
十
四
条

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
う
ち
、
そ
の
者

に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
学

歴
免
許
等
の
区
分
に
対
応
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
よ

り
上
位
の
学
歴
免
許
等
の
資
格
を
有
す
る
者
で
当
該
学

歴
免
許
等
の
資
格
を
取
得
す
る
に
際
し
そ
の
者
の
職
務

に
直
接
有
用
な
知
識
又
は
技
術
を
修
得
し
た
と
認
め
る

も
の
に
対
す
る
初
任
給
基
準
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
初
任
給
欄
に

定
め
る
号
俸
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
そ
の
者
の



有
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
の
属
す
る
学
歴
免
許
等
資

格
区
分
表
に
定
め
る
学
歴
免
許
等
の
区
分
の
区
分
に
応

じ
て
次
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
数
か
ら
同
表
の
上
欄
及

び
中
欄
に
掲
げ
る
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準

表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
学
歴
免
許
等
の
区
分
（
そ
の
者

に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
に
学

歴
免
許
等
の
資
格
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
学
歴
免
許
等
の
資

格
の
属
す
る
学
歴
免
許
等
資
格
区
分
表
に
定
め
る
学
歴

免
許
等
の
区
分
）
の
区
分
に
応
じ
て
次
の
表
の
下
欄
に

定
め
る
数
を
減
じ
た
数
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
加

算
数
」
と
い
う
。
）
に
四
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
え
て

得
た
数
を
号
数
と
す
る
号
俸
を
も
つ
て
、
初
任
給
基
準



表
の
初
任
給
欄
の
号
俸
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

博
士
課
程
修
了

二
十
一

修
士
課
程
修
了
、
専
門
職
学
位

十
八

課
程
修
了
又
は
大
学
六
卒

大
学
専
攻
科
卒

十
七

大
学
四
卒

大
学
卒

十
六

短
大
三
卒

十
五

短
大
二
卒

短
大
卒

十
四

短
大
一
卒
又
は
高
校
専
攻
科
卒

十
三

高
校
三
卒

高
校
卒

十
二

高
校
二
卒

十
一

備
考一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二



十
六
号
）
に
よ
る
大
学
院
博
士
課
程
の
う
ち

医
学
若
し
く
は
歯
学
に
関
す
る
課
程
又
は
薬

学
若
し
く
は
獣
医
学
に
関
す
る
課
程
（
修
業

年
限
四
年
の
も
の
に
限
る
。
）
を
修
了
し
た

者
に
対
す
る
こ
の
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
「
博
士
課
程
修
了
」

の
区
分
に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

数
に
一
を
加
え
た
数
を
も
つ
て
、
同
欄
に
掲

げ
る
数
と
す
る
。

二

そ
の
者
の
有
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
に

係
る
こ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
に
つ
い
て

人
事
院
が
別
段
の
定
め
を
し
た
職
員
に
つ
い

て
は
、
人
事
院
が
定
め
る
数
を
も
つ
て
、
同



欄
に
掲
げ
る
数
と
す
る
。

２

初
任
給
基
準
表
の
試
験
欄
の
「
採
用
試
験
」
の
区
分

の
適
用
を
受
け
る
者
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
そ
の
区
分
に
応
じ
、
「
総
合
職
（
院

卒
）
」
に
あ
つ
て
は
「
修
士
課
程
修
了
」
、
「
専
門
職

学
位
課
程
修
了
」
及
び
「
大
学
六
卒
」
の
区
分
、
「
総

合
職
（
大
卒
）
」
、
「
一
般
職
（
大
卒
）
」
、
「
専
門

職
（
大
卒
一
群
）
」
及
び
「
専
門
職
（
大
卒
二
群
）
」

に
あ
つ
て
は
「
大
学
卒
」
の
区
分
、
「
一
般
職
（
高

卒
）
」
及
び
「
専
門
職
（
高
卒
）
」
に
あ
つ
て
は
「
高

校
卒
」
の
区
分
が
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
に

掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

（
経
験
年
数
を
有
す
る
者
の
号
俸
）

（
経
験
年
数
を
有
す
る
者
の
号
俸
）



第
十
五
条

新
た
に
職
員
と
な
り
、
第
十
二
条
第
一
項
第

第
十
五
条

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
次
の
各
号
に
掲
げ
る

一
号
又
は
第
四
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
う
ち

者
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る
経
験
年
数
を
有
す
る
者

経
験
年
数
を
有
す
る
者
の
号
俸
は
、
当
該
各
号
の
規
定

の
号
俸
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
号
俸

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
の
規
定
に
よ
る
号
俸
の
号

（
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て

数
に
、
そ
の
者
の
有
す
る
経
験
年
数
の
月
数
を
十
二
月

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
号
俸
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

で
除
し
た
数
（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

て
「
基
準
号
俸
」
と
い
う
。
）
の
号
数
に
、
当
該
経
験

を
切
り
捨
て
た
数
）
に
別
表
第
七
の
四
イ
に
定
め
る
行

年
数
の
月
数
を
十
二
月
（
そ
の
者
の
経
験
年
数
の
う
ち

政
職
俸
給
表
㈠
七
級
以
下
職
員
等
昇
給
号
俸
数
表
の
Ｃ

五
年
を
超
え
る
経
験
年
数
（
第
二
号
又
は
第
四
号
に
掲

欄
の
上
段
に
掲
げ
る
号
俸
数
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
え

げ
る
者
で
人
事
院
の
定
め
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
た

て
得
た
数
を
号
数
と
す
る
号
俸
（
人
事
院
の
定
め
る
者

も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
各
号
に
定
め
る
経
験
年
数
と

に
あ
つ
て
は
、
当
該
号
俸
の
数
に
三
を
超
え
な
い
範
囲

し
、
職
員
の
職
務
に
そ
の
経
験
が
直
接
役
立
つ
と
認
め

内
で
人
事
院
の
定
め
る
数
を
加
え
て
得
た
数
を
号
数
と

ら
れ
る
職
務
で
あ
つ
て
人
事
院
の
定
め
る
も
の
に
従
事

す
る
号
俸
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
期
間
の
あ
る
職
員
の
経
験
年
数
の
う
ち
部
内
の
他



の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
各
庁
の
長
が
相
当
と
認

め
る
年
数
を
除
く
。
）
の
月
数
に
あ
つ
て
は
、
十
八

月
）
で
除
し
た
数
（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
数
）
に
別
表
第
七
の
四
イ
に
定
め

る
行
政
職
俸
給
表
㈠
七
級
以
下
職
員
等
昇
給
号
俸
数
表

の
Ｃ
欄
の
上
段
に
掲
げ
る
号
俸
数
（
行
政
職
俸
給
表
㈠

の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
八
級
以
上

で
あ
る
も
の
又
は
第
三
十
八
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
職

員
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
七
の
四
ロ
に
定
め
る
行
政
職

俸
給
表
㈠
八
級
以
上
職
員
等
昇
給
号
俸
数
表
の
Ｃ
欄
に

掲
げ
る
号
俸
数
）
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
え
て
得
た
数

を
号
数
と
す
る
号
俸
（
人
事
院
の
定
め
る
者
に
あ
つ
て

は
、
当
該
号
俸
の
数
に
三
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事



院
の
定
め
る
数
を
加
え
て
得
た
数
を
号
数
と
す
る
号

俸
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

一

第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

そ
の
者

の
任
用
の
基
礎
と
な
つ
た
試
験
に
合
格
し
た
時
以
後

の
経
験
年
数
又
は
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基

準
表
の
試
験
欄
の
「
採
用
試
験
」
の
区
分
に
応
じ
、

「
総
合
職
（
院
卒
）
」
に
あ
つ
て
は
「
修
士
課
程
修

了
」
、
「
専
門
職
学
位
課
程
修
了
」
又
は
「
大
学
六

卒
」
の
区
分
、
「
総
合
職
（
大
卒
）
」
、
「
一
般
職

（
大
卒
）
」
、
「
専
門
職
（
大
卒
一
群
）
」
及
び

「
専
門
職
（
大
卒
二
群
）
」
に
あ
つ
て
は
「
大
学

卒
」
の
区
分
、
「
一
般
職
（
高
卒
）
」
及
び
「
専
門

職
（
高
卒
）
」
に
あ
つ
て
は
「
高
校
卒
」
の
区
分
に



属
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
（
前
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
適
用
に
際

し
て
用
い
ら
れ
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
）
を
取
得
し

た
時
以
後
の
経
験
年
数

（
削
る
）

二

第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
及
び
同
条

第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者

人
事
院
の
定

め
る
経
験
年
数

（
削
る
）

三

前
二
号
又
は
次
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者

初

任
給
基
準
表
の
適
用
に
際
し
て
用
い
ら
れ
る
そ
の
者

の
学
歴
免
許
等
の
資
格
（
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
適
用
に
際
し
て

用
い
ら
れ
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
）
を
取
得
し
た
時

以
後
の
経
験
年
数



（
削
る
）

四

第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
で

基
準
号
俸
が
職
務
の
級
の
最
低
の
号
俸
（
初
任
給
基

準
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
の
最
低
の
号
俸
を
除

く
。
）
で
あ
る
も
の

人
事
院
の
定
め
る
経
験
年
数

２

新
た
に
職
員
と
な
り
、
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の

２

新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
う
ち
、
そ
の
者
に
適
用

規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
う
ち
人
事
院
の
定
め
る
者

さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
学
歴
免
許

の
号
俸
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
の
規

等
の
区
分
に
対
応
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
よ
り
上
位

定
に
よ
る
号
俸
の
号
数
に
人
事
院
の
定
め
る
数
を
加
え

の
学
歴
免
許
等
の
資
格
を
有
す
る
者
で
前
条
第
一
項
の

て
得
た
数
を
号
数
と
す
る
号
俸
と
す
る
こ
と
が
で
き

規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
に
対
す
る
前
項
の
規
定

る
。

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
も
の
と
し
た
場
合
の
そ
の
適
用
に
際
し
て
用
い

ら
れ
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
を
取
得
し
た
時
以
後
の
経

験
年
数
に
加
算
数
を
加
え
た
年
数
を
も
つ
て
、
前
項
各



号
に
定
め
る
経
験
年
数
と
す
る
。

（
経
験
年
数
）

（
経
験
年
数
）

第
十
五
条
の
二

第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十

第
十
五
条
の
二

第
十
一
条
第
四
項
、
第
十
二
条
第
一
項

二
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る

第
二
号
及
び
第
二
項
並
び
に
前
条
に
規
定
す
る
経
験
年

経
験
年
数
（
以
下
「
経
験
年
数
」
と
い
う
。
）
は
、
新

数
（
以
下
「
経
験
年
数
」
と
い
う
。
）
は
、
新
た
に
職

た
に
職
員
と
な
つ
た
者
の
有
す
る
最
も
新
し
い
学
歴
免

員
と
な
つ
た
者
の
有
す
る
最
も
新
し
い
学
歴
免
許
等
の

許
等
の
資
格
を
取
得
し
た
時
（
当
該
資
格
以
外
の
資
格

資
格
を
取
得
し
た
時
（
当
該
資
格
以
外
の
資
格
に
よ
る

に
よ
る
こ
と
が
そ
の
者
に
有
利
で
あ
る
場
合
と
し
て
人

こ
と
が
、
そ
の
者
に
有
利
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

事
院
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
人
事
院
が
定
め
る

そ
の
資
格
を
取
得
し
た
時
）
以
後
の
年
数
を
別
表
第
四

資
格
を
取
得
し
た
時
）
以
後
の
年
数
を
別
表
第
四
に
定

に
定
め
る
経
験
年
数
換
算
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

め
る
経
験
年
数
換
算
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
算

換
算
し
て
得
ら
れ
る
年
数
と
す
る
。

し
て
得
ら
れ
る
年
数
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）



（
特
別
の
事
情
が
あ
る
職
員
に
対
す
る
職
務
の
級
及
び

（
下
位
の
区
分
を
適
用
す
る
方
が
有
利
な
場
合
の
号

号
俸
の
取
扱
い
）

俸
）

第
十
六
条

こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
職
員
の
職
務
の
級
及

第
十
六
条

第
十
四
条
又
は
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
号

び
号
俸
を
決
定
す
る
場
合
に
は
そ
の
採
用
が
著
し
く
困

俸
が
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
初
任
給
基
準
表
の
試
験

難
に
な
る
場
合
そ
の
他
職
員
の
採
用
の
事
情
を
考
慮
し

欄
の
区
分
よ
り
初
任
給
欄
の
号
俸
が
下
位
で
あ
る
試
験

て
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の

欄
の
区
分
（
「
そ
の
他
」
の
区
分
を
含
む
。
）
を
用

章
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
職
員
が
有
す
る
能

い
、
又
は
そ
の
者
の
有
す
る
学
歴
免
許
等
の
資
格
の
う

力
、
知
識
経
験
、
学
歴
免
許
等
の
資
格
等
を
考
慮
し
て

ち
の
下
位
の
資
格
の
み
を
有
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
ら

あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
て
定
め
る
基
準
に
従

の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
得
ら
れ
る
号
俸
に
達
し
な

い
、
当
該
職
員
の
職
務
の
級
及
び
号
俸
を
決
定
す
る
こ

い
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
下
位
の
区
分
を
用
い
、
又

と
が
で
き
る
。

は
当
該
下
位
の
資
格
の
み
を
有
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ

ら
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
得
ら
れ
る
号
俸
を
も
つ

て
、
そ
の
者
の
号
俸
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



（
人
事
交
流
等
に
よ
り
異
動
し
た
場
合
の
号
俸
）

第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で

削
除

第
十
七
条

次
に
掲
げ
る
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引

き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
者
の
号
俸
に
つ
い
て
、
第
十

五
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
は
著
し
く
部
内

の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
失
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
院
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
号
俸
を
決
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

一

俸
給
表
の
適
用
を
受
け
な
い
国
家
公
務
員

二

地
方
公
務
員

三

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
に
勤
務
す
る
者

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
法
令
の
規
定
に

基
づ
き
、
国
に
そ
の
業
務
が
移
管
さ
れ
る
機
関
に
勤



務
す
る
も
の

五

官
制
若
し
く
は
定
員
の
改
廃
又
は
予
算
の
減
少
に

よ
り
廃
職
又
は
過
員
を
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
退
職
し

て
一
年
を
経
過
し
な
い
者

六

法
令
の
規
定
に
よ
り
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
職

員
で
そ
の
任
期
が
満
了
し
た
も
の

七

前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院

が
定
め
る
者

（
特
殊
の
官
職
に
採
用
す
る
場
合
等
の
号
俸
）

第
十
八
条

次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
号
俸
の
決
定

に
つ
い
て
第
十
五
条
又
は
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
場

合
に
は
そ
の
採
用
が
著
し
く
困
難
に
な
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
部
内
の



他
の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
あ
ら
か
じ
め
人
事
院

の
承
認
を
得
て
定
め
る
基
準
に
従
い
、
そ
の
者
の
号
俸

を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

顕
著
な
業
績
等
を
有
す
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
必

要
の
あ
る
教
授
、
准
教
授
、
研
究
員
、
医
師
等
の
官

職
に
職
員
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
場
合

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
特
殊
の
技
術
、
経

験
等
を
必
要
と
す
る
官
職
に
職
員
を
採
用
し
よ
う
と

す
る
場
合

（
特
定
の
職
員
に
つ
い
て
の
号
俸
に
関
す
る
規
定
の
適

用
除
外
）

第
十
九
条

初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
に
学
歴
免

許
等
の
区
分
の
定
め
が
な
い
職
種
欄
の
区
分
（
こ
れ
に



対
応
す
る
試
験
欄
の
区
分
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
除

く
。
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
第
十
四

条
、
第
十
五
条
及
び
前
三
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

た
だ
し
、
第
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
引
き
続
い

て
職
員
と
な
つ
た
者
そ
の
他
そ
の
採
用
に
つ
い
て
特
別

の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
あ
ら

か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
そ
の
号
俸
を
決
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
昇
格
）

（
昇
格
）

第
二
十
条

職
員
を
昇
格
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
職
務

第
二
十
条

職
員
を
昇
格
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
職
務

に
応
じ
、
か
つ
、
そ
の
者
の
勤
務
成
績
に
従
い
、
そ
の

に
応
じ
、
か
つ
、
そ
の
者
の
勤
務
成
績
に
従
い
、
そ
の

者
の
属
す
る
職
務
の
級
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ

者
の
属
す
る
職
務
の
級
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
を
行
政
職



俸
給
表
㈠
七
級
以
上
の
級
そ
の
他
人
事
院
の
定
め
る
職

務
の
級
に
決
定
さ
れ
る
職
員
は
、
そ
の
職
務
の
級
に
分

類
さ
れ
て
い
る
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
を

考
慮
し
て
人
事
院
が
定
め
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
削
る
）

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
昇
格
さ
せ
る
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
を
一
級
上
位
の

職
務
の
級
に
決
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
表
第
六

に
定
め
る
在
級
期
間
表
（
以
下
「
在
級
期
間
表
」
と
い

う
。
）
に
定
め
る
在
級
期
間
（
職
員
を
昇
格
さ
せ
る
場

合
に
必
要
な
一
級
下
位
の
職
務
の
級
に
在
級
し
た
年
数

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
在
級
期
間
表
に
お
い
て



人
事
院
が
別
に
定
め
る
こ
と
と
す
る
要
件
に
従
い
、
そ

の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
昇
格
さ
せ
よ
う
と
す
る
日
以
前

に
お
け
る
直
近
の
能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
の
全
体
評

語
が
「
非
常
に
優
秀
」
の
段
階
以
上
で
あ
る
と
き
そ
の

他
勤
務
成
績
が
特
に
良
好
で
あ
る
と
き
は
、
在
級
期
間

表
に
定
め
る
在
級
期
間
に
百
分
の
五
十
以
上
百
分
の
百

未
満
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
期
間
を
も
つ
て
、
在
級
期

間
表
の
在
級
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

５

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
昇

格
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
在
級
期
間
表
に
お
い
て
人

事
院
が
別
に
定
め
る
こ
と
と
す
る
要
件
を
満
た
す
と
き

又
は
職
員
を
二
級
以
上
上
位
の
職
務
の
級
に
決
定
す
る



特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
人
事

院
の
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
属

す
る
職
務
の
級
を
二
級
以
上
上
位
の
職
務
の
級
に
決
定

す
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

６

第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
、
在
級
期
間
表
に
定
め
る

在
級
期
間
に
よ
る
こ
と
と
し
た
と
き
に
部
内
の
他
の
職

員
と
の
均
衡
を
失
す
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
対
す
る

同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
別
表
第

六
」
と
あ
る
の
は
「
人
事
院
の
定
め
る
要
件
及
び
別
表

第
六
」
と
、
「
定
め
る
在
級
期
間
（
職
員
を
昇
格
さ
せ

る
場
合
に
必
要
な
一
級
下
位
の
職
務
の
級
に
在
級
し
た

年
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
在
級
期
間
表
に
お

い
て
」
と
あ
る
の
は
「
お
い
て
」
と
す
る
。



（
削
る
）

７

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
昇
格
は
、
現
に
属
す
る
職
務

の
級
に
一
年
以
上
在
級
し
て
い
な
い
職
員
に
つ
い
て
は

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
職
務
の
特
殊
性
等

に
よ
り
そ
の
在
級
す
る
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
者
を

特
に
昇
格
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で

あ
つ
て
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
在
級
期
間
表
の
適
用
方
法
）

（
削
る
）

第
二
十
条
の
二

在
級
期
間
表
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ

る
俸
給
表
の
別
に
応
じ
、
か
つ
、
職
種
欄
の
区
分
の
定

め
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
区
分
に
応
じ
て
適

用
す
る
。

２

在
級
期
間
表
の
職
務
の
級
欄
に
定
め
る
数
字
は
、
当



該
職
務
の
級
に
昇
格
さ
せ
る
た
め
の
在
級
期
間
を
示

す
。

３

第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
又
は
同
条
第

三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
対
す
る
在
級
期
間

表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い

て
職
員
と
な
つ
た
者
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
在
級
期
間
表
を
適
用
す

る
場
合
に
お
け
る
そ
の
職
務
の
級
に
在
級
し
た
期
間
に

つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
を
そ
の
職
務
の

級
に
在
級
し
た
期
間
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き

る
。

一

第
十
七
条
又
は
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け

た
職
員

部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て



あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
て
定
め
る
期
間

二

第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
七
条
第
一
項
若

し
く
は
第
三
項
に
規
定
す
る
異
動
を
し
た
職
員

部

内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
及
び
そ
の
者
の
従
前
の
勤

務
成
績
を
考
慮
し
て
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を

得
て
定
め
る
期
間

（
上
位
資
格
の
取
得
等
に
よ
る
昇
格
）

（
上
位
資
格
の
取
得
等
に
よ
る
昇
格
）

第
二
十
一
条

職
員
が
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当

第
二
十
一
条

職
員
が
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
り
、
又
は
異
な
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

す
る
こ
と
と
な
り
、
又
は
異
な
る
学
歴
免
許
等
の
資
格

を
取
得
し
た
等
の
結
果
、
上
位
の
職
務
の
級
に
決
定
さ

を
取
得
し
、
若
し
く
は
在
級
期
間
表
の
異
な
る
職
種
欄

れ
る
資
格
等
を
有
す
る
に
至
つ
た
場
合
に
は
、
前
条

の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
等
の
結
果
、

（
第
一
項
後
段
を
除
く
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

上
位
の
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
る
資
格
等
を
有
す
る
に

そ
の
資
格
等
に
応
じ
た
職
務
の
級
に
昇
格
さ
せ
る
こ
と

至
つ
た
場
合
に
は
、
第
二
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら



が
で
き
る
。

ず
、
そ
の
資
格
等
に
応
じ
た
職
務
の
級
に
昇
格
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
特
別
の
場
合
の
昇
格
）

（
特
別
の
場
合
の
昇
格
）

第
二
十
二
条

派
遣
法
第
三
条
に
規
定
す
る
派
遣
職
員

第
二
十
二
条

派
遣
法
第
三
条
に
規
定
す
る
派
遣
職
員

（
以
下
「
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
が
職
務
に
復
帰
し

（
以
下
「
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
が
職
務
に
復
帰
し

た
場
合
又
は
人
事
院
が
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
に

た
場
合
又
は
人
事
院
が
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
に

お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
上
特
に
必
要
が

お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
上
特
に
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
二
十
条
（
第
一
項
後

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
二
十
条
の
規
定
に
か

段
を
除
く
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
職
務
に

か
わ
ら
ず
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

応
じ
た
職
務
の
級
に
昇
格
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

職
務
に
応
じ
た
職
務
の
級
に
昇
格
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
初
任
給
基
準
又
は
俸
給
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動

（
初
任
給
基
準
を
異
に
す
る
異
動
の
場
合
の
職
務
の



の
場
合
の
職
務
の
級
）

級
）

第
二
十
五
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
異
動
を
し
た
職
員
の

第
二
十
五
条

職
員
を
俸
給
表
の
適
用
を
異
に
す
る
こ
と

職
務
の
級
は
、
そ
の
異
動
後
の
職
務
に
応
じ
決
定
す
る

な
く
初
任
給
基
準
表
に
異
な
る
初
任
給
の
定
め
が
あ
る

（
第
一
号
に
掲
げ
る
異
動
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
決
定

他
の
職
種
に
属
す
る
職
務
に
異
動
さ
せ
る
場
合
に
は
、

し
、
又
は
引
き
続
き
従
前
の
職
務
の
級
に
と
ど
ま
ら
せ

そ
の
異
動
後
の
職
務
に
応
じ
、
か
つ
、
そ
の
異
動
の
日

る
）
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条

に
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
そ
の
者

第
一
項
後
段
に
規
定
す
る
職
務
の
級
に
決
定
さ
れ
る
職

に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
初
任
給
基
準
表
の
職
種
欄

員
に
つ
い
て
は
、
同
項
後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。

の
区
分
又
は
試
験
欄
の
区
分
（
職
種
欄
の
区
分
及
び
試

験
欄
の
区
分
の
定
め
が
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
区
分
）
及
び
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
に
対
応
す

る
初
任
給
欄
の
職
務
の
級
（
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号

に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る

俸
給
表
の
最
下
位
の
職
務
の
級
）
を
基
礎
と
し
て
そ
の



者
の
経
験
年
数
に
相
当
す
る
期
間
そ
の
者
の
職
務
と
同

種
の
職
務
に
引
き
続
き
在
職
し
た
も
の
と
み
な
し
て
第

二
十
条
第
四
項
前
段
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
た

場
合
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
務
の
級
（
次
項
及

び
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
「
仮
定
級
」
と
い

う
。
）
の
範
囲
内
で
昇
格
さ
せ
、
当
該
職
務
に
応
じ
て

降
格
さ
せ
、
又
は
引
き
続
き
従
前
の
職
務
の
級
に
と
ど

ま
ら
せ
る
も
の
と
す
る
。

一

初
任
給
基
準
表
に
異
な
る
初
任
給
の
定
め
が
あ
る

（
新
設
）

他
の
職
種
に
属
す
る
職
務
へ
の
異
動
（
次
号
に
掲
げ

る
異
動
を
除
く
。
）

二

俸
給
表
の
適
用
を
異
に
す
る
他
の
職
務
へ
の
異
動

（
新
設
）

（
削
る
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
昇
格
さ
せ
よ
う
と
す
る
日
以
前



に
お
け
る
直
近
の
能
力
評
価
及
び
業
績
評
価
の
全
体
評

語
が
「
非
常
に
優
秀
」
の
段
階
以
上
で
あ
る
職
員
そ
の

他
勤
務
成
績
が
特
に
良
好
で
あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
者
の
職
務
の
級
を
仮
定
級
よ
り

上
位
の
職
務
の
級
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
初
任
給
基
準
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
の
号

（
初
任
給
基
準
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
の
号

俸
）

俸
）

第
二
十
六
条

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
異
動
を
し
た
職
員

第
二
十
六
条

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
を
し
た
職

の
当
該
異
動
後
の
号
俸
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分

員
の
当
該
異
動
後
の
号
俸
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
号
俸
と
す
る
。

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
号
俸
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

そ
の
初
任
給
の
決
定
に
つ
い
て
第
十
二
条
第
二
項

二

そ
の
初
任
給
の
決
定
に
つ
い
て
第
十
七
条
又
は
第



の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
者
及
び
人
事
院
の
定
め
る

十
八
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
者
及
び
人
事
院
の

者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

あ
ら
か
じ
め

定
め
る
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

あ
ら

人
事
院
の
承
認
を
得
て
定
め
る
基
準
に
従
い
、
前
号

か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
て
定
め
る
基
準
に
従

の
規
定
に
準
じ
て
昇
格
、
昇
給
等
の
規
定
を
適
用
し

い
、
前
号
の
規
定
に
準
じ
て
昇
格
、
昇
給
等
の
規
定

た
場
合
に
異
動
の
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
俸

を
適
用
し
た
場
合
に
異
動
の
日
に
受
け
る
こ
と
と
な

る
号
俸

三

（
略
）

三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
俸
給
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
の
場
合
の
職
務
の

級
）

第
二
十
七
条

削
除

第
二
十
七
条

職
員
を
俸
給
表
の
適
用
を
異
に
し
て
他
の

職
務
に
異
動
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
職
務
の

級
は
、
そ
の
異
動
後
の
職
務
に
応
じ
、
か
つ
、
仮
定
級



の
範
囲
内
で
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

り
職
員
の
職
務
の
級
を
決
定
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

３

経
験
者
試
験
等
採
用
者
を
俸
給
表
の
適
用
を
異
に
し

て
他
の
職
務
に
異
動
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の

職
務
の
級
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

異
動
後
の
職
務
に
応
じ
、
そ
の
者
が
新
た
に
職
員
と
な

つ
た
と
き
か
ら
異
動
後
の
職
務
と
同
種
の
職
務
に
引
き

続
き
在
職
し
た
も
の
と
み
な
し
て
そ
の
と
き
の
第
十
一

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
職
務
の
級
を
基

礎
と
し
、
か
つ
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
及
び
そ

の
者
の
従
前
の
勤
務
成
績
を
考
慮
し
て
昇
格
等
の
規
定

を
適
用
し
た
場
合
に
異
動
の
日
に
属
す
る
こ
と
と
な
る



職
務
の
級
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
決
定
す
る
も
の
と
す

る
。

（
俸
給
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
の
号

（
俸
給
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
の
号

俸
）

俸
）

第
二
十
八
条

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
（
第
三
号
の

第
二
十
八
条

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
（
第
三
号
の

規
定
を
除
く
。
）
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
二

規
定
を
除
く
。
）
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
条

十
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
異
動
を
し
た
職
員
の
異
動
後

第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
異
動
を
し
た
職
員
の

の
号
俸
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

異
動
後
の
号
俸
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
次
号
及
び
第
三
号
」

い
て
、
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
次
号
及
び
第

と
あ
る
の
は
「
次
号
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
人
事
院

三
号
」
と
あ
る
の
は
「
次
号
」
と
、
同
項
第
二
号
中

の
定
め
る
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
」
と
あ

「
人
事
院
の
定
め
る
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除

る
の
は
「
人
事
院
の
定
め
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の

く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
人
事
院
の
定
め
る
者
」
と
読

と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



（
昇
給
区
分
及
び
昇
給
の
号
俸
数
）

（
昇
給
区
分
及
び
昇
給
の
号
俸
数
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

２
～
９

（
略
）

２
～
９

（
略
）

第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
の
号
俸
数

第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
の
号
俸
数

10

10

が
、
昇
給
日
に
そ
の
者
が
属
す
る
職
務
の
級
の
最
高
の

が
、
昇
給
日
に
そ
の
者
が
属
す
る
職
務
の
級
の
最
高
の

号
俸
の
号
数
か
ら
当
該
昇
給
日
の
前
日
に
そ
の
者
が
受

号
俸
の
号
数
か
ら
当
該
昇
給
日
の
前
日
に
そ
の
者
が
受

け
て
い
た
号
俸
（
当
該
昇
給
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を

け
て
い
た
号
俸
（
当
該
昇
給
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を

異
に
す
る
異
動
又
は
第
二
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
異

異
に
す
る
異
動
又
は
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

動
を
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
異
動
後
の
号
俸
）

異
動
を
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
異
動
後
の
号

の
号
数
を
減
じ
て
得
た
数
に
相
当
す
る
号
俸
数
を
超
え

俸
）
の
号
数
を
減
じ
て
得
た
数
に
相
当
す
る
号
俸
数
を

る
こ
と
と
な
る
職
員
の
昇
給
の
号
俸
数
は
、
第
七
項
又

超
え
る
こ
と
と
な
る
職
員
の
昇
給
の
号
俸
数
は
、
第
七

は
第
八
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
相
当
す
る
号

項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
相
当
す

俸
数
と
す
る
。

る
号
俸
数
と
す
る
。



（
略
）

（
略
）

11

11
（
平
成
二
十
四
年
二
月
一
日
前
に
告
知
さ
れ
た
採
用
試

験
等
の
取
扱
い
）

第
四
十
六
条
及
び
第
四
十
七
条

削
除

第
四
十
六
条

第
十
三
条
第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
初

任
給
基
準
表
の
試
験
欄
の
「
採
用
試
験
」
の
区
分
の
う

ち
「
Ⅰ
種
」
又
は
「
Ａ
種
」
の
区
分
を
適
用
し
た
場
合

に
は
、
そ
の
旨
を
人
事
院
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

２

初
任
給
基
準
表
の
試
験
欄
の
「
採
用
試
験
」
の
区
分

の
う
ち
「
Ⅰ
種
」
、
「
Ⅱ
種
」
、
「
Ⅲ
種
」
、
「
Ａ

種
」
又
は
「
Ｂ
種
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
者
に
対

す
る
第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
第
二
項
中

「
「
総
合
職
（
院
卒
）
」
に
あ
つ
て
は
「
修
士
課
程
修



了
」
、
「
専
門
職
学
位
課
程
修
了
」
及
び
「
大
学
六

卒
」
の
区
分
、
「
総
合
職
（
大
卒
）
」
、
「
一
般
職

（
大
卒
）
」
、
「
専
門
職
（
大
卒
一
群
）
」
及
び
「
専

門
職
（
大
卒
二
群
）
」
に
あ
つ
て
は
「
大
学
卒
」
の
区

分
、
「
一
般
職
（
高
卒
）
」
及
び
「
専
門
職
（
高

卒
）
」
」
と
あ
り
、
及
び
同
号
中
「
「
総
合
職
（
院

卒
）
」
に
あ
つ
て
は
「
修
士
課
程
修
了
」
、
「
専
門
職

学
位
課
程
修
了
」
又
は
「
大
学
六
卒
」
の
区
分
、
「
総

合
職
（
大
卒
）
」
、
「
一
般
職
（
大
卒
）
」
、
「
専
門

職
（
大
卒
一
群
）
」
及
び
「
専
門
職
（
大
卒
二
群
）
」

に
あ
つ
て
は
「
大
学
卒
」
の
区
分
、
「
一
般
職
（
高

卒
）
」
及
び
「
専
門
職
（
高
卒
）
」
」
と
あ
る
の
は
、

「
「
Ⅰ
種
」
、
「
Ⅱ
種
」
及
び
「
Ａ
種
」
に
あ
つ
て
は



「
大
学
卒
」
の
区
分
、
「
Ｂ
種
」
に
あ
つ
て
は
「
短
大

卒
」
の
区
分
、
「
Ⅲ
種
」
」
と
す
る
。

３

初
任
給
基
準
表
の
試
験
欄
の
「
採
用
試
験
」
の
区
分

の
う
ち
「
一
般
職
（
大
卒
）
」
、
「
専
門
職
（
大
卒
二

群
）
」
又
は
「
Ⅱ
種
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
者
に

対
す
る
第
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

中
「
含
む
」
と
あ
る
の
は
、
「
含
み
、
当
該
適
用
さ
れ

る
試
験
欄
の
区
分
が
「
一
般
職
（
大
卒
）
」
、
「
専
門

職
（
大
卒
二
群
）
」
又
は
「
Ⅱ
種
」
の
区
分
で
あ
る
場

合
は
「
Ｂ
種
」
の
区
分
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
」
と

す
る
。

第
四
十
七
条

削
除

（
人
事
院
の
承
認
を
得
て
定
め
る
基
準
等
に
つ
い
て
の

（
人
事
院
の
承
認
を
得
て
定
め
る
基
準
等
に
つ
い
て
の



暫
定
措
置
）

暫
定
措
置
）

第
四
十
八
条

第
十
六
条
、
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号

第
四
十
八
条

第
十
八
条
、
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号

（
第
二
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

（
第
二
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

若
し
く
は
第
四
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
院
の

若
し
く
は
第
四
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
院
の

承
認
を
得
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
基
準
又
は
第

承
認
を
得
て
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
基
準
又
は
在

二
十
条
第
一
項
後
段
（
第
十
一
条
第
一
項
後
段
及
び
第

級
期
間
表
に
お
い
て
別
に
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

二
十
五
条
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

事
項
が
定
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規

に
お
い
て
人
事
院
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
要
件

定
に
よ
る
号
俸
又
は
職
務
の
級
の
決
定
は
、
あ
ら
か
じ

が
定
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に

め
個
別
に
人
事
院
の
承
認
を
得
て
行
う
も
の
と
す
る
。

よ
る
号
俸
又
は
職
務
の
級
の
決
定
は
、
あ
ら
か
じ
め
個

別
に
人
事
院
の
承
認
を
得
て
行
う
も
の
と
す
る
。



別表第二 初任給基準表（第十一条、第十二条関係） 別表第二 初任給基準表（第十一条、第十二条関係）

イ 行政職俸給表㈠初任給基準表 イ 行政職俸給表㈠初任給基準表

（略） （略）

備考 備考

１～７ （略） １～７ （略）

８ 第５項又は前項の規定の適用を受ける職員に第１ ８ 第５項又は前項の規定の適用を受ける職員につい

５条の２第２項の規定を適用する場合には、その者 ては、第１４条の規定は適用しないものとし、これ

に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応す らの職員に第１５条第１項第１号の規定を適用する

る学歴免許等欄に、第５項又は前項の規定の適用に 場合には、第５項又は前項の規定の適用に際して用

際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免 いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験

許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の 年数をもつて、同号の経験年数とする。

区分が掲げられているものとして取り扱うものとす

る。

ロ 行政職俸給表㈡初任給基準表 ロ 行政職俸給表㈡初任給基準表

（略） （略）

備考 備考

１～３ （略） １～３ （略）



４ 職種欄の「労務職員（甲）」又は「労務職員 ４ 職種欄の「労務職員（甲）」又は「労務職員

（乙）」の区分の適用を受ける職員に対する第１２ （乙）」の区分の適用を受ける職員に対する第１２

条の規定の適用については、この表の初任給欄の号 条の規定の適用については、この表の初任給欄の号

俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定 俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定

める号俸が、同欄の号俸として定められているもの める号俸が、同欄の号俸として定められているもの

として取り扱うものとする。 として取り扱うものとする。この場合において、次

の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員

（次項に規定する職員を除く。）については、その

者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号

俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えること

ができる。

（削る） 職 種 経 験 年 数 初 任 給

労務職員 １１年以上２ １級３７号俸から

（甲） ０年未満 １級５７号俸まで

２０年以上 １級６１号俸から

１級６５号俸まで

労務職員 ８年以上１４ １級１７号俸から



（乙） 年未満 １級２９号俸まで

１４年以上 １級３３号俸から

１級４１号俸まで

注

経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分

表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等

の資格を取得した時以後のものとする。

５ 職種欄の「労務職員（乙）」の区分の適用を受け ５ 職種欄の「労務職員（乙）」の区分の適用を受け

る職員のうち、採用困難な職務に従事する職員につ る職員のうち、採用困難な職務に従事する職員につ

いては、この表の初任給欄の号俸が「１級１号俸か いては、この表の初任給欄の号俸が「１級１号俸か

ら１級１７号俸まで」と定められているものとして ら１級１７号俸まで」と定められているものとして

取り扱うものとする。 取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄

に掲げる経験年数を有する職員については、その者

の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸

をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることが

できる。

（削る） 職 種 経 験 年 数 初 任 給



労務職員 ９年以上１８ １級２１号俸から

（乙） 年未満 １級４１号俸まで

１８年以上 １級４５号俸から

１級５３号俸まで

注

経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分

表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等

の資格を取得した時以後のものとする。

６ 第１項第１号の（２）から（７）までに掲げる者 ６ 第１項第１号の（２）から（７）までに掲げる者

のうち、新たに職員となつた者で有する経験年数が のうち、新たに職員となつた者でその職務の級を１

一年未満の「高校卒」の区分に属する学歴免許等の 級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許

資格を有するものに対する第１２条の規定の適用に 等の資格を有するものに対する第１２条の規定の適

ついては、１級１号俸から１級１３号俸までの範囲 用については、１級１号俸から１級１３号俸までの

内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸 範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める

が、この表の初任給欄の号俸として定められている 号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められて

ものとして取り扱うことができるものとし、これら いるものとして取り扱うことができる。

の職員には、第１５条第２項の規定は適用しないも



のとする。

（削る） ７ 前項の規定の適用を受けた職員については、第１

４条の規定は適用しないものとし、これらの職員に

第１５条第１項の規定を適用する場合には、同項中

「５年を超える経験年数」とあるのは「２年を超え

る経験年数」と、同項第３号中「経験年数」とある

のは「経験年数から３年を減じた経験年数」とす

る。

（削る） ８ この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用

については、職員の有する最も新しい学歴免許等の

資格によるものとする。

ハ 専門行政職俸給表初任給基準表 ハ 専門行政職俸給表初任給基準表

（略） （略）

備考 備考

１～３ （略） １～３ （略）

（削る） ４ 前項に規定する者で職務の級を１級に決定された

ものに第１５条第１項の規定を適用する場合には、



同項第３号に定める経験年数から０．５年を減じた

期間をもつて、同号の経験年数とする。

４～６ （略） ５～７ （略）

７ 第４項又は前項の規定の適用を受ける職員に第１ ８ 第５項又は前項の規定の適用を受ける職員につい

５条の２第２項の規定を適用する場合には、その者 ては、第１４条の規定は適用しないものとし、これ

に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応す らの職員に第１５条第１項第１号の規定を適用する

る学歴免許等欄に、第４項又は前項の規定の適用に 場合には、第５項又は前項の規定の適用に際して用

際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免 いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験

許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の 年数をもつて、同号の経験年数とする。

区分が掲げられているものとして取り扱うものとす

る。

ニ 税務職俸給表初任給基準表 ニ 税務職俸給表初任給基準表

（略） （略）

備考 備考

１～４ （略） １～４ （略）

５ 第２項又は前項の規定の適用を受ける職員に第１ ５ 第２項又は前項の規定の適用を受ける職員につい

５条の２第２項の規定を適用する場合には、その者 ては、第１４条の規定は適用しないものとし、これ



に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応す らの職員に第１５条第１項第１号の規定を適用する

る学歴免許等欄に、第２項又は前項の規定の適用に 場合には、第２項又は前項の規定の適用に際して用

際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免 いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験

許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の 年数をもつて、同号の経験年数とする。

区分が掲げられているものとして取り扱うものとす

る。

ホ 公安職俸給表㈠初任給基準表 ホ 公安職俸給表㈠初任給基準表

（略） （略）

備考 備考

１～６ （略） １～６ （略）

７ 第２項又は前項の規定の適用を受ける職員に第１ ７ 第２項又は前項の規定の適用を受ける職員につい

５条の２第２項の規定を適用する場合には、その者 ては、第１４条の規定は適用しないものとし、これ

に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応す らの職員に第１５条第１項第１号の規定を適用する

る学歴免許等欄に、第２項又は前項の規定の適用に 場合には、第２項又は前項の規定の適用に際して用

際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免 いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験

許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の 年数をもつて、同号の経験年数とする。

区分が掲げられているものとして取り扱うものとす



る。

ヘ 公安職俸給表㈡初任給基準表 ヘ 公安職俸給表㈡初任給基準表

（略） （略）

備考 備考

１～６ （略） １～６ （略）

７ 第３項又は前項の規定の適用を受ける職員に第１ ７ 第３項又は前項の規定の適用を受ける職員につい

５条の２第２項の規定を適用する場合には、その者 ては、第１４条の規定は適用しないものとし、これ

に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応す らの職員に第１５条第１項第１号の規定を適用する

る学歴免許等欄に、第３項又は前項の規定の適用に 場合には、第３項又は前項の規定の適用に際して用

際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免 いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験

許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の 年数をもつて、同号の経験年数とする。

区分が掲げられているものとして取り扱うものとす

る。

ト （略） ト （略）

チ 海事職俸給表㈡初任給基準表 チ 海事職俸給表㈡初任給基準表

（略） （略）

備考 備考



１ （略） １ （略）

２ この表の適用を受ける職員で、有する経験年数が ２ この表の適用を受ける職員で、その職務の級を１

１年未満のものに対する第１２条第１項の規定の適 級に決定されたものに対する第１２条の規定の適用

用については、この表の初任給欄の号俸からそれぞ については、この表の初任給欄の号俸からそれぞれ

れ８号俸上位の号俸までの範囲内で部内の他の職員 ８号俸上位の号俸までの範囲内で部内の他の職員と

との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給 の均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄

欄の号俸として定められているものとして取り扱う の号俸として定められているものとして取り扱うこ

ことができるものとし、これらの職員には、第１５ とができるものとし、これらの職員に第１５条第１

条第２項の規定は適用しないものとする。 項の規定を適用する場合には、同項中「５年を超え

る経験年数」とあるのは「３年を超える経験年数」

と、同項第３号中「経験年数」とあるのは「経験年

数から２年を減じた経験年数」とする。

リ・ヌ （略） リ・ヌ （略）

ル 研究職俸給表初任給基準表 ル 研究職俸給表初任給基準表

（略） （略）

備考 備考

１～３ （略） １～３ （略）



４ 前項又は第６項の規定の適用を受ける職員に第１ ４ 前項又は第６項の規定の適用を受ける職員につい

５条の２第２項の規定を適用する場合には、その者 ては、第１４条の規定は適用しないものとし、これ

に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応す らの職員に第１５条第１項第１号の規定を適用する

る学歴免許等欄に、前項又は第６項の規定の適用に 場合には、前項又は第６項の規定の適用に際して用

際して用いられる学歴免許等の資格の属する学歴免 いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験

許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の 年数をもつて、同号の経験年数とする。

区分が掲げられているものとして取り扱うものとす

る。

５・６ （略） ５・６ （略）

ヲ～カ （略） ヲ～カ （略）

ヨ 福祉職俸給表初任給基準表 ヨ 福祉職俸給表初任給基準表

（略） （略）

備考 備考

児童自立支援事業、児童福祉事業等に従事したこと １ 児童自立支援事業、児童福祉事業等に従事したこ

により児童自立支援専門員、児童指導員、児童生活支 とにより児童自立支援専門員、児童指導員、児童生

援員又は保育士になつた者のうち、人事院が定める者 活支援員又は保育士になつた者のうち、人事院が定

にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸及び める者にこの表を適用する場合における初任給欄の



当該者の経験年数は、人事院が別に定めるところによ 号俸は、人事院が別に定める。

る。

（削る） ２ 前項に規定する者で人事院が定めるものに第１５

条第１項の規定を適用する場合には、同項第３号に

定める経験年数から人事院の定める年数を減じた年

数をもつて、同号の経験年数とする。

別表第三 学歴免許等資格区分表（第十三条関係） 別表第三 学歴免許等資格区分表（第十三条関係）

学歴免許等の区分 学歴免許等の資格 学歴免許等の区分 学歴免許等の資格

基準学 学歴区分 基準学 学歴区分

歴区分 歴区分

１ 大 一 博士 ⑴ 学校教育法（昭和二十二年法律 １ 大 一 博士 ⑴ 学校教育法による大学院博士課

学卒 課 程 修 第二十六号）による大学院博士課 学卒 課 程 修 程の修了

了 程の修了 了

⑵ （略） ⑵ （略）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

備考 （略） 備考 （略）



別
表
第
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
六

削
除

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
行
日
前
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
の
号
俸
の
調
整
）

第
二
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
規
則
八
―
一
八
（
採
用
試
験
）
第
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
採
用
試
験
又
は
選
考
（
施
行
日
に
採
用
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
施
行
日
に
当
該
採

用
試
験
又
は
選
考
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
部
内
の
他
の
職
員
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
結
果
に
基
づ

い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
の
施
行
日
に
お
け
る
号
俸
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
施
行
日
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
も
の

と
し
た
場
合
と
の
均
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条

施
行
日
前
に
国
家
公
務
員
採
用
一
般
職
試
験
（
高
卒
程
度
試
験
）
の
う
ち
事
務
（
社
会
人
）
、
技
術
（
社
会
人
）
、



農
業
（
社
会
人
）
、
農
業
土
木
（
社
会
人
）
又
は
林
業
（
社
会
人
）
の
区
分
試
験
（
規
則
八
―
一
八
第
四
条
第
三
項
に
規
定

す
る
区
分
試
験
を
い
う
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
相
当
す
る
規
則
九
―
八
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
採
用
試
験
と
し
て
人
事
院

が
定
め
る
も
の
の
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
そ
の
他
こ
れ
ら
の
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
職

員
の
施
行
日
に
お
け
る
号
俸
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
以
後
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
と
の
均
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限

度
に
お
い
て
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
雑
則
）

第
四
条

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
人
事
院
が
定
め
る
。

（
人
事
院
規
則
一
―
三
四
の
一
部
改
正
）

第
五
条

人
事
院
規
則
一
―
三
四
（
人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が

あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。



改

正

後

改

正

前

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

三
条
、
第
四
条
関
係
）

三
条
、
第
四
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

給
与

二

給
与

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

満
了
時
の

満
了
時
の

措
置

措
置

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

規
則
九
―

第
十
一
条
第
三

俸
給
関
係
審
査
協
議

五
年

廃
棄

規
則
九
―

第
十
一
条
第
三

俸
給
関
係
審
査
協
議

五
年

廃
棄

八
（
初
任

項
た
だ
し
書
、

書

八
（
初
任

項
た
だ
し
書
、

書

給

、

昇

第
十
六
条
、
第

当
該
俸
給
関
係
審
査

給

、

昇

第
十
八
条
、
第

当
該
俸
給
関
係
審
査

格
、
昇
給

二
十
二
条
第
二

協
議
書
に
よ
る
申
請

格
、
昇
給

十
九
条
た
だ
し

協
議
書
に
よ
る
申
請

等

の

基

項
、
第
二
十
四

に
対
す
る
承
認
の
文

等

の

基

書
、
第
二
十
条

に
対
す
る
承
認
の
文

準
）

条

の

二

第

三

書

準
）

の
二
第
四
項
各

書

項
、
第
二
十
六

派
遣
職
員
が
職
務
に

号
、
第
二
十
二

派
遣
職
員
が
職
務
に

条
第
一
項
第
二

復
帰
し
た
場
合
等
に

条
第
二
項
、
第

復
帰
し
た
場
合
等
に

号
（
第
二
十
八

お
け
る
号
俸
の
調
整

二
十
四
条
の
二

お
け
る
号
俸
の
調
整

条
に
お
い
て
準

の
承
認
の
文
書

第
三
項
、
第
二

の
承
認
の
文
書



用
す
る
場
合
を

派
遣
職
員
が
そ
の
派

十
六
条
第
一
項

派
遣
職
員
が
そ
の
派

含
む
。
）
、
第

遣
期
間
中
に
退
職
す

第
二
号
（
第
二

遣
期
間
中
に
退
職
す

三
十
条
、
第
四

る
場
合
に
お
け
る
号

十
八
条
に
お
い

る
場
合
に
お
け
る
号

十
条
、
第
四
十

俸
の
調
整
の
承
認
の

て
準
用
す
る
場

俸
の
調
整
の
承
認
の

四
条
第
二
項
、

文
書

合

を

含

文
書

第
四
十
四
条
の

俸
給
の
訂
正
の
承
認

む
。
）
、
第
三

俸
給
の
訂
正
の
承
認

二
、
第
四
十
五

の
文
書

十
条
、
第
四
十

の
文
書

条
、
第
四
十
八

こ
れ
ら
の
承
認
の
申

条
、
第
四
十
四

こ
れ
ら
の
承
認
の
申

条
、
第
四
十
九

請
の
文
書

条
第
二
項
、
第

請
の
文
書

条
又
は
別
表
第

四

十

四

条

の

二
の
研
究
職
俸

二
、
第
四
十
五

給
表
初
任
給
基

条
、
第
四
十
八

準
表
の
備
考
第

条
、
第
四
十
九

一
項
の
承
認
に

条
又
は
別
表
第

関
す
る
文
書

二
の
研
究
職
俸

給
表
初
任
給
基

準
表
の
備
考
第

一
項
の
承
認
に

関
す
る
文
書

第
四
十
八
条
の

（
削
る
）

第
十
三
条
第
三

初
任
給
基
準
表
の
試



二
の
報
告
の
文

項
、
第
四
十
六

験
欄
の
「
総
合
職

書

条
第
一
項
又
は

（
院
卒
）
」
等
の
区

第
四
十
八
条
の

分
を
適
用
し
た
場
合

二
の
報
告
の
文

の
報
告
の
文
書

職
員
の
級
及
び
号
俸

書

職
員
の
級
及
び
号
俸

の
決
定
等
に
係
る
事

の
決
定
等
に
係
る
事

項
に
つ
い
て
の
報
告

項
に
つ
い
て
の
報
告

の
文
書

の
文
書

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

備
考

備
考

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）



（
人
事
院
規
則
一
―
三
四
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
一
―
三
四
別
表
の
二
の
表
規
則
九
―
八
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）

の
項
に
掲
げ
る
人
事
管
理
文
書
（
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
―
三
四
別
表
の
二
の
表
規
則
九
―
八
（
初
任
給
、

昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
人
事
院
規
則
一
―
六
九
等
の
一
部
改
正
）

第
七
条

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
第
二
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
「
第
二

十
条
（
第
一
項
後
段
を
除
く
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」
に
改
め
る
。

一

人
事
院
規
則
一
―
六
九
（
職
員
の
公
益
社
団
法
人
福
島
相
双
復
興
推
進
機
構
へ
の
派
遣
）
第
十
一
条

二

人
事
院
規
則
一
―
七
二
（
職
員
の
令
和
七
年
国
際
博
覧
会
特
措
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
博
覧

会
協
会
へ
の
派
遣
）
第
十
一
条

三

人
事
院
規
則
一
―
七
四
（
職
員
の
公
益
財
団
法
人
福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ス
ト
構
想
推
進
機
構
へ
の
派
遣
）
第

十
一
条



四

人
事
院
規
則
一
―
八
〇
（
職
員
の
令
和
九
年
国
際
園
芸
博
覧
会
特
措
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
国

際
園
芸
博
覧
会
協
会
へ
の
派
遣
）
第
十
一
条

五

人
事
院
規
則
二
一
―
〇
（
国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
）
第
四
十
条

六

人
事
院
規
則
二
四
―
〇
（
検
察
官
そ
の
他
の
職
員
の
法
科
大
学
院
へ
の
派
遣
）
第
十
四
条

（
人
事
院
規
則
九
―
一
四
八
の
一
部
改
正
）

第
八
条

人
事
院
規
則
九
―
一
四
八
（
給
与
法
附
則
第
十
項
、
第
十
二
項
又
は
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。



一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

初
任
給
基
準
異
動

規
則
九
―
八
第
二
十
五
条
第

六

初
任
給
基
準
異
動

給
与
法
第
六
条
第
一
項
の
俸

一
号
に
掲
げ
る
異
動
を
い
う
。

給
表
（
以
下
「
俸
給
表
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
異

に
し
な
い
規
則
九
―
八
別
表
第
二
に
定
め
る
初
任
給

基
準
表
（
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
初
任

給
基
準
表
」
と
い
う
。
）
に
異
な
る
初
任
給
の
定
め

が
あ
る
他
の
職
種
に
属
す
る
職
務
へ
の
異
動
を
い

う
。

七

俸
給
表
異
動

規
則
九
―
八
第
二
十
五
条
第
二
号

七

俸
給
表
異
動

俸
給
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動

に
掲
げ
る
異
動
を
い
う
。

を
い
う
。

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）

十

そ
の
者
の
号
俸
等

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給

十

そ
の
者
の
号
俸
等

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
俸

与
法
第
六
条
第
一
項
の
俸
給
表
（
以
下
「
俸
給
表
」

給
表
並
び
に
そ
の
職
務
の
級
及
び
号
俸
（
指
定
職
俸



と
い
う
。
）
並
び
に
そ
の
職
務
の
級
及
び
号
俸
（
指

給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職

定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、

員
の
受
け
る
号
俸
）
を
い
う
。

当
該
職
員
の
受
け
る
号
俸
）
を
い
う
。

（
特
例
任
用
後
降
任
等
職
員
に
対
す
る
給
与
法
附
則
第

（
特
例
任
用
後
降
任
等
職
員
に
対
す
る
給
与
法
附
則
第

十
二
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
支
給
）

十
二
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
支
給
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

第
六
条

特
例
任
用
後
降
任
等
職
員
で
あ
っ
て
、
仮
定
異

第
六
条

特
例
任
用
後
降
任
等
職
員
で
あ
っ
て
、
仮
定
異

動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
俸
給
表
の
適
用
を

動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
俸
給
表
の
適
用
を

受
け
る
職
員
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と
な

受
け
る
職
員
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と
な

り
、
異
動
日
に
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
当

り
、
異
動
日
に
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
職
員
が
受
け
る
俸
給
月
額
（
異
動
日
後
に
第
一
号
か

該
職
員
が
受
け
る
俸
給
月
額
（
異
動
日
後
に
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
職
員

ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
職
員

と
な
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
異
動
日
に
当
該
各
号
に

と
な
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
異
動
日
に
当
該
各
号
に



掲
げ
る
職
員
に
な
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
異
動
日
に

掲
げ
る
職
員
に
な
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
異
動
日
に

同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る

同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る

俸
給
月
額
に
相
当
す
る
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

俸
給
月
額
に
相
当
す
る
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
異
動
日
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）
が
当
該
各
号
の
区

「
異
動
日
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）
が
当
該
各
号
の
区

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
三
号
及
び
第
五

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
三
号
及
び
第
五

号
イ
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該

号
イ
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該

額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を

額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を

切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
。
以
下
こ
の
条

と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
第
六
条
基
礎
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）
に

に
お
い
て
「
第
六
条
基
礎
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）
に

達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
（
次
の
各
号
の
う
ち
二
以

達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
（
次
の
各
号
の
う
ち
二
以

上
の
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
（
第
三
項
の

上
の
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
（
第
三
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）

規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）



に
は
、
異
動
日
以
後
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と

に
は
、
異
動
日
以
後
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と

な
っ
た
日
以
後
、
第
六
条
基
礎
俸
給
月
額
と
異
動
日
俸

な
っ
た
日
以
後
、
第
六
条
基
礎
俸
給
月
額
と
異
動
日
俸

給
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
給
与
法
附
則
第

給
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
給
与
法
附
則
第

十
二
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

十
二
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

一

仮
定
異
動
期
間
末
日
以
後
に
俸
給
表
異
動
等
を
し

一

仮
定
異
動
期
間
末
日
以
後
に
俸
給
表
異
動
等
を
し

た
職
員
（
次
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
職

た
職
員
（
次
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
職

員
を
除
く
。
）

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
に
当

員
を
除
く
。
）

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
に
当

該
俸
給
表
異
動
等
が
あ
り
、
同
日
か
ら
異
動
日
の
前

該
俸
給
表
異
動
等
が
あ
り
、
同
日
か
ら
異
動
日
の
前

日
ま
で
当
該
俸
給
表
異
動
等
後
に
適
用
さ
れ
て
い
る

日
ま
で
当
該
俸
給
表
異
動
等
後
に
適
用
さ
れ
て
い
る

俸
給
表
及
び
規
則
九
―
八
別
表
第
二
に
定
め
る
初
任

俸
給
表
及
び
初
任
給
基
準
表
に
お
け
る
初
任
給
の
定

給
基
準
表
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
初
任
給
基
準

め
が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合

表
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
初
任
給
の
定
め
が
引
き

（
俸
給
表
異
動
等
が
二
回
以
上
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ

続
き
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
（
俸
給
表

て
は
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
に
そ
れ
ら
の
俸



異
動
等
が
二
回
以
上
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
仮

給
表
異
動
等
が
順
次
あ
り
、
同
日
か
ら
異
動
日
の
前

定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
に
そ
れ
ら
の
俸
給
表
異
動

日
ま
で
こ
れ
ら
の
俸
給
表
異
動
等
後
に
適
用
さ
れ
て

等
が
順
次
あ
り
、
同
日
か
ら
異
動
日
の
前
日
ま
で
こ

い
る
俸
給
表
及
び
初
任
給
基
準
表
に
お
け
る
初
任
給

れ
ら
の
俸
給
表
異
動
等
後
に
適
用
さ
れ
て
い
る
俸
給

の
定
め
が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た

表
及
び
初
任
給
基
準
表
に
お
け
る
初
任
給
の
定
め
が

場
合
）
の
同
日
の
そ
の
者
の
号
俸
等
に
対
応
す
る
俸

引
き
続
き
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
）
の

給
月
額
に
相
当
す
る
額
（
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い

同
日
の
そ
の
者
の
号
俸
等
に
対
応
す
る
俸
給
月
額
に

て
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日
の
前

相
当
す
る
額
（
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
、
仮
定
異

々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
俸
等
に
対
応
す
る
俸

動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日
の
前
々
日
ま
で
の

給
月
額
に
、
こ
れ
よ
り
も
多
い
俸
給
月
額
が
あ
る
と

間
の
そ
の
者
の
号
俸
等
に
対
応
す
る
俸
給
月
額
に
、

き
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
俸
給
月
額
に
相
当
す
る

こ
れ
よ
り
も
多
い
俸
給
月
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

う
ち
最
も
多
い
俸
給
月
額
に
相
当
す
る
額
）
に
百
分

の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額



二
～
七

（
略
）

二
～
七

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
人
事
交
流
等
職
員
に
対
す
る
給
与
法
附
則
第
十
三
項

（
人
事
交
流
等
職
員
に
対
す
る
給
与
法
附
則
第
十
三
項

の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
支
給
）

の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
支
給
）

第
十
条

規
則
九
―
八
第
十
一
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る

第
十
条

規
則
九
―
八
第
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら

者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
管
理
監
督
職

人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
管
理
監
督
職
以
外
の

以
外
の
官
職
に
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お

官
職
に
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

い
て
「
人
事
交
流
等
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
人
事

「
人
事
交
流
等
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
人
事
交
流

交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
（
当
該
日
が
二
以
上
あ
る
と

等
職
員
と
な
っ
た
日
（
当
該
日
が
二
以
上
あ
る
と
き

き
は
、
当
該
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
。
以
下
こ
の
条
に

は
、
当
該
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
。
以
下
こ
の
条
に
お

お
い
て
同
じ
。
）
前
に
職
員
で
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場

い
て
同
じ
。
）
前
に
職
員
で
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合

合
に
異
動
日
と
み
な
さ
れ
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

に
異
動
日
と
み
な
さ
れ
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

て
「
み
な
し
異
動
日
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
者
で
あ
っ

「
み
な
し
異
動
日
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
者
で
あ
っ



て
、
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
引
き
続
き
俸

て
、
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
引
き
続
き
俸

給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る

給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る

職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
特
定
日
に
給
与
法
附
則
第

職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
特
定
日
に
給
与
法
附
則
第

八
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
俸
給
月
額

八
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
俸
給
月
額

（
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
が
六
十
歳
（
給
与
法

（
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
が
六
十
歳
（
給
与
法

附
則
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該

附
則
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
年
齢
）
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初

各
号
に
定
め
る
年
齢
）
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初

の
四
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
仮
定
特
定

の
四
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
仮
定
特
定

日
」
と
い
う
。
）
後
で
あ
る
と
き
は
、
仮
定
特
定
日
に

日
」
と
い
う
。
）
後
で
あ
る
と
き
は
、
仮
定
特
定
日
に

職
員
で
あ
っ
た
も
の
と
し
て
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規

職
員
で
あ
っ
た
も
の
と
し
て
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規

定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
仮
定
特
定
日
に
当
該
職
員
が

定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
仮
定
特
定
日
に
当
該
職
員
が

受
け
る
こ
と
と
な
る
俸
給
月
額
に
相
当
す
る
額
。
以
下

受
け
る
こ
と
と
な
る
俸
給
月
額
に
相
当
す
る
額
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
日
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）

こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
日
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）



が
み
な
し
異
動
日
の
前
日
に
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
し

が
み
な
し
異
動
日
の
前
日
に
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
し

た
場
合
に
当
該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
俸
給
月
額

た
場
合
に
当
該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
俸
給
月
額

に
相
当
す
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当

に
相
当
す
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当

該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ

該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ

を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ

を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ

た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
。
以
下
こ
の

た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
第
十
条
基
礎
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）

条
に
お
い
て
「
第
十
条
基
礎
俸
給
月
額
」
と
い
う
。
）

に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
に
は
、
人
事
交
流
等
職

に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
に
は
、
人
事
交
流
等
職

員
と
な
っ
た
日
（
特
定
日
前
に
人
事
交
流
等
職
員
と

員
と
な
っ
た
日
（
特
定
日
前
に
人
事
交
流
等
職
員
と

な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
特
定
日
）
以
後
、
第
十
条
基

な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
特
定
日
）
以
後
、
第
十
条
基

礎
俸
給
月
額
と
特
定
日
俸
給
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す

礎
俸
給
月
額
と
特
定
日
俸
給
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す

る
額
を
、
給
与
法
附
則
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給

る
額
を
、
給
与
法
附
則
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給

と
し
て
支
給
す
る
。

と
し
て
支
給
す
る
。



２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

人
事
交
流
等
職
員
の
う
ち
み
な
し
異
動
日
が
あ
る
者

４

人
事
交
流
等
職
員
の
う
ち
み
な
し
異
動
日
が
あ
る
者

で
あ
っ
て
、
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
引
き

で
あ
っ
て
、
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
引
き

続
き
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
給
与
法

続
き
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
給
与
法

附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
っ

附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
は
、
人
事
院
の
定
め
る
日
以

て
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
は
、
人
事
院
の
定
め
る
日
以

後
、
人
事
院
の
定
め
る
額
を
、
給
与
法
附
則
第
十
三
項

後
、
人
事
院
の
定
め
る
額
を
、
給
与
法
附
則
第
十
三
項

の
規
定
に
よ
る
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

の
規
定
に
よ
る
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

一

か
つ
て
第
一
項
特
例
任
用
職
員
又
は
第
三
項
特
例

一

か
つ
て
第
一
項
特
例
任
用
職
員
又
は
第
三
項
特
例

任
用
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
者
で
、
人
事
交
流

任
用
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
者
で
、
人
事
交
流

等
に
よ
り
引
き
続
い
て
規
則
九
―
八
第
十
一
条
第
五

等
に
よ
り
引
き
続
い
て
規
則
九
―
八
第
十
七
条
各
号

項
各
号
に
掲
げ
る
者
と
な
り
引
き
続
い
て
人
事
交
流

に
掲
げ
る
者
と
な
り
引
き
続
い
て
人
事
交
流
等
職
員

等
職
員
と
な
っ
た
も
の
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

と
な
っ
た
も
の
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の



二

か
つ
て
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
職

二

か
つ
て
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
職

員
で
あ
っ
た
者
で
、
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い

員
で
あ
っ
た
者
で
、
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い

て
規
則
九
―
八
第
十
一
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
者

て
規
則
九
―
八
第
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
者
と
な
り

と
な
り
引
き
続
い
て
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
も

引
き
続
い
て
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
も
の

の
三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）


